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エコウェル協会規約 

 
第 1章	 総	 則 

（名	 	 称） 
第１条	 本会はエコウェル協会と称する。 
 
（事 務 所） 
第２条	 東京ガスケミカル株式会社内に置く。 
 
（目	 	 的） 
第３条	  本会は、エコウェル工法（以下「本工法」という）の普及、技術の向上、ならび

にその健全なる発展を図ることを目的とする。 
 

（事	 	 業） 
第４条		 本会は第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）	本工法の保全・維持活動 
（２）	本工法の技術の改善 
（３）	本工法の技能講習会の実施 
（４）	本工法の知識の普及を図るための教育並びに情報の提供 
（５）	会員相互間の情報交換 
（６）	前各号に掲げるものの他、本会の目的を達成する為に必要な事業 

 
（事業年度） 
第５条	  本会の事業年度は毎年４月 1日より翌 3月３１日までとする。 
 

第 2章	 会	 員 
（会員の資格） 
第６条		 本会の会員は次の 3種とし、会員の資格を定める。 
	 （１）	 正会員	 	 本工法に関する事業または業務を行っている法人 
	 （２）	 賛助会員	 本会の目的に賛同する者	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 （３）	 特別会員	 本会の目的に賛同する学識経験者または本会から依頼された者 
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（入	 	 会） 
第７条		 本会に入会しようとする者は、第 6条の資格を満たすとともに、正会員の２社以

上の推薦を受け、理事会の承認を得なければならない。 
 

（入会金および会費） 
第８条		 本会の会員は総会において別に定めるところにより入会金および会費を納入しな

ければならない。 
 
（退	 	 会） 
第９条		  会員は別に定める退会届を会長に提出して任意に退会することができる。その際

入会金並びに当該年会費は返金しないものとする。 
 
（除	 	 名） 
第１０条	  会員が、本協会の目的もしくは事業を妨げ、または名誉を傷付ける行為をした

ときは理事会の決議により当該会員にその旨を通知し除名することができる。 

 
第 3章	 役	 員 

（役	 	 員） 
第１１条	  役員の定数は次の通りとする。 

（１）	理事	 	 	 	 ２０名以内 
（２）	監事	 	 	 	 ２名 

 
（会長および副会長） 
第１２条	  理事のうち 1名を会長、１名を副会長とする。 
	  
（選    任） 
第１３条	  理事および監事は総会において選任する。 
（１）理事は正会員および特別会員の中から選任するものとする。 
（２）監事は正会員から選任するものとする。 
（３）会長および副会長は理事会において理事の互選によって選任するものとする。 

 
（任	 	 期） 
第１４条	  第１１条 、第１２条に定める役員の任期はそれぞれ２年とする。 
	 （１）役員は再任されることができる。 
	 （２）役員は辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは 
	 	 	 	 その職務を行わなければならない。 
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第４章	 会	 議 
（会	 	 議） 
第１５条	  本会の会議は、総会・理事会・運営委員会および技術委員会とし会長の招集に

よって開催するものとする。 
各会議はそれぞれ次の者をもって構成する。 

（１）総会	 	 	 	 総会は、会員の総員をもって構成する。 
（２）理事会	 	 	 理事をもって構成する。 
（３）運営委員会	 運営委員会は正会員の中から選任された者をもって構成する。 
（４）技術委員会	 技術委員会は技術委員をもって構成する。 

 
（定 足 数） 
第１６条	  第１５条の会議は各構成員の過半数の出席をもって成立する。 
 
（議	 	 決） 
第１７条	  第１５条の会議の議決は各会議出席員の過半数をもって決し、可否同数の場合

は会長の決するところによる。 
 
（職	 	 務） 
第１８条	  第１５条の各会議職務は次の通りとする。 
	 （１）総会	 	 	 	  

（イ）第４条に定める事業の計画 予算およびその決算に関すること 
（ロ）その他会長が特に必要と認める事項 

 
（２）理事会	 	 	  

（イ）会務の執行に関する重要事項 
（ロ）総会に付議すべき事項 
（ハ）総会にて委任された事項 
（ニ）会員入会の承認 
（ホ）その他会長が特に必要と認める事項 

 
（３）運営委員会 

（イ）会務の運営に関する重要事項 
（ロ）技能講習会の実施 
（ハ）会員入会の審査 
（二）その他会長が特に必要と認める事項 
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（４）技術委員会	  
（イ）第４条に定める事業達成に必要とされる本工法の技術の改善・向上 
（ロ）協会員に対する技術支援活動 
（ハ）その他会長が特に必要と認める事項 

 
（総会の招集） 
第１９条	 総会は、通常総会と臨時総会とする。 

通常総会は毎年事業年度終了後 2 ヶ月以内に、臨時総会は必要があるときは何
時でも理事会の議決を経て会長が招集する。 

 
 

第５章	 事務局および専門委員会 
 
（事務局） 
第２０条	 １．本会の事務を遂行するため、事務局を 

東京ガスケミカル株式会社内	 に設置する。 
        	 ２．事務局には、事務局長および所要の職員を置く。 
	 	 	 	 	 ３．事務局長および職員は会長が任免する。 
	 	 	 	 	 ４．事務局の組織および運営に関する必要な事項は理事会の議決を経て会長が

別に定める。 
 
（専門委員会） 

第２１条	 本会は第４条の目的を達成するために、理事会の議決を経て専門委員会を設け

ることができる。 
 

第６章	 規約の変更および解散 
 
（規約の変更） 
第２２条	 本規約は、総会において会員の３分の２以上の議決を経て変更できるものとす

る。 
 
（解	 	 散） 
第２３条	 本会は総会において会員の３分の２以上の議決を得て解散することが出来る。 
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第７章	 補	 則 
 
（委	 	 任） 
第２４条	 本規約に定める事項の他、本会の運営に関する必要な事項は理事会の議決を経

て会長が別に定める。 
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エコウェル協会組織図 
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